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ひきこもる人とともに歩む（その２） 
―ひきこもり問題の歴史・現状と克服の道すじ― 
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Living with people who withdraw from society 2 

―The history of Hikikomori problems, present situation, and ways to overcome it― 
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Abstract 
Today, there are several big problems such as bullying of children and youth, school refusal and 

non-attendance, suicide, and Hikikomori in Japan. This essay focuses on the problem of Hikikomori. 

At first, I will reveal historical background of it. Secondly, I will search present situation and issues of 

“youth withdrawal” and “people withdrawal”. Finally, I will discover the way of overcoming Hikikomori 

problems. 
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③大学中退の増加 

大学中退者数は、2012 年度では約 8 万人で 2007

年度約 6 万人から 2 万人も増えています。中途退

学者のうち経済的理由によるものは、20.4％で

2007 年度比 6.4 ポイント増です（文科省、2014）。 

日本の大学の高学費と実質的な借金の奨学金な

どの国の貧困な大学政策、さらに大学生をめぐる生

活条件の厳しさを考えるならば、今後益 「々経済的

理由」による大学中退者は増えつづけるでしょう。 

そうすると、第 1 章で指摘したように大学中退か

らひきこもりに追い込まれる青年は益々増えつづ

ける可能性があります。 

④非正規雇用の増加と就職活動の困難化、早期離職

の問題 

1995 年に正規雇用の労働者が 3779 万人いたの

が、2015年には 3242万人と 537万人減少します。

逆に、非正規雇用の労働者は、1995 年 1001 万人

が 2015 年 1956 万と実に 955 万人増え、非正規率

は 20.8％から 37.6％へ大きく増加します（浅井、

2016）。 

同時に、民間給与は減り続け、「ブッラック企業」

「ブッラックバイト」という言葉が、2000 年代に入

り次第に巷にあふれるようになり、「過労死、過労

自殺」も大きな社会的な問題になってきます。 

このような、労働環境の悪化のなかでひきこもり

も増大し、益々大きな社会的な問題になってきます。 

ちなみに、日本発の二つの言葉「過労死

（KAROUSI）」と「ひきこもり（HIKIKOMORI）」

はコインの裏表の問題だと思います。 

（２）ひきこもり施策をめぐって 

2000 年代に入り、表 2 でもわかるようにひきこ

もりに対する調査や施策が次々に行われ、同時にい

くつかの法律も制定されます。 

ここでは、2000 年代の施策を三つの時期に分け
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特徴と意味を明らかにします。 

①2003 年施策をめぐる背景・意味と問題点 

 政府によるひきこもり施策の出発の年、並びに登

校拒否問題に対する施策の転換点の年が2003年です。 

 まず、この年が様々な領域に対する施策の転換点

になった背景についてふれます。 

 最初に若者の雇用状況に関する数値をあげます。 

ア．若者の失業者数の増加：92 年 42 万人→02 年

69 万人へ増加。 

イ．高い失業率：92 年 4.5％→02 年 9.9％へ増加。 

ウ．フリーターの増加：92 年 101 万人→00 年 193

万人へ増加。 

エ．無業者の増加：大卒：92 年 5.7％→02 年 21.7％

（約 12 万人）、高卒：92 年 4.7％→02 年 10.5％

（約 14 万人）。 

 以上、フリーターが約 200 万人、失業者が約 100

万人という深刻な事態担っていること（文科省、厚

労省、経産省、内閣府、2003）。 

 このことを、「若者自立・挑戦プラン」（文科省他、

2003）では、「いま、若者は、チャンスに恵まれて

いない。高い失業率、増加する無業者、フリーター、

高い離職率など、自らの可能性を高め、それを生か

す場がない」ととらえていました。 

 この内、失業者とフリーターはひきこもり予備軍

ととらえられていたと思われます。 

 また、登校拒否は、01 年まで激増し、約 14 万人

になったこと（「長期欠席」数は、20 万人を大幅に

越えていたと思われる）などが背景にあります。 

 そして、若者のフリーター及び失業者対策として

は、表 2 にもあるように、04 年「ジョブカフェ」

を創り、05 年に「若者自立支援塾」を創り、06 年

から「地域若者サポートステーション」事業を始め

るなど次々に対策を立て、実行します。 

 これらの施策をどう評価したらよいでしょうか。 

 政府が何らかの施策を行うのは、ないよりはまし

です。しかし、日本の諸政策は、例えばイギリスの

それと比較すると非常に不十分です。「ジョブカ

フェ」として提供された、補助金つきのトライアル

雇用の期間は 3 ヵ月で提供された数は 4 万足らず

（04 年度）です。イギリスのそれは、6 ヵ月の補

助金つき雇用の制度を持ち、4 年半で 91 万人を受

け入れていました。日本の若者人口はイギリスの約

2 倍あります。また、「ジョブカフェ」のセンター

は日本で 96 カ所、東京では 1 カ所しかないが、イ

ギリスはロンドンだけで 46 カ所設置されています。

日本の施策がいかに貧困かわかります（乾、2006）。 

 また、問題の原因として「将来の目標が立てられ

ない、目標実現のための実行力が不足する若年層が

増加している」として、若者の能力不足に問題の原

因を転化し、その「能力」を学校教育におけるキャ

リア教育・職業教育で育成しようとしていることに

注目する必要があります。 

 この点、批判的に吟味する必要があるでしょう。 

また、施策は「目指すべき人材像」として、「真

に自立し、社会に貢献する人材」が求められるとし

ている点にも注目する必要があります。 

 さらに、2006 年に始まった「サポートステー

ション」（以下、サポステと略す）事業をどう評価

したらよいでしょうか。 

 サポステは、当初は進路相談・進路サービスが主

目的でしたが、次第に若者向けの就労支援に特化し

始め、しかも、何名就労させたかによって、補助金

が違うなど成果主義的な色合いが強いものです。 

 ここでのキーワードは「自立」です。このキーワー

ドが、2003 年における若者支援、登校拒否問題を

貫くキーワードです。 

 登校拒否問題の転換については、第 1 章第 3 節

でふれたように、それまでの 92 年の報告が、登校

拒否は「どの子にも起こり得る」そして、「見守る」

ことが基本路線でいたが、03 年の報告は、登校拒

否・不登校の子どもの「社会的自立に向けて」「働

きかける」という路線に大きく転換します。この路

線の転換のキーワードはやはり「自立」です。 

 そして、その後の施策が、登校拒否の子どもや親

をどれだけ苦しめるものであったかはここでは繰

り返しません。 

「このように、2000 年代に入ると、児童が学校に

行かないことや、若者が働かないことを問題視する

眼差しが強化されていき、社会化をせまる圧力が増

長していく。これらの施策に共通するのは、不適応

の原因を『能力』の問題として捉え、コミュニケー

ションや仕事のスキルを身に付けることを主眼と

した支援が組み立てられていること」です（村澤、

2016）。また、それらの施策に共通するキーワード
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は「自立」です。 

②ひきこもり問題の節目の年となった 2010 年 

 2010 年は、ひきこもり問題の一つの節目の年と

なりました。 

 それは次の三つの施策が行われた年であるから

です。 

 第一に、「子ども・若者育成支援推進法」が制定

されました。 

 また、第二に、内閣府が「ひきこもり」調査を行

い、「ひきこもる若者」の人数を発表しました。 

 さらに、第三に、厚労省による「ひきこもりの評

価・支援に関するガイドライン」が発表され、「ひ

きこもり」の基本概念等が規定されました。 

 まず、最初に「子ども・若者育成支援推進法」を

どう評価したらよいかについてふれます。 

 法は、第一に、有害情報の氾濫等、子ども・若者

をめぐる環境の悪化、第二に、ニート、ひきこもり、

登校拒否、発達障害の子ども・若者の抱える問題の

深刻化、そして、第三に従来の個別分野における縦

割り的な対応では限界である、という三つの背景を

踏まえて制定されました（内閣府他、2010）。 

 この法は、第 1 条「目的」で、「この法律は日本

国憲法及び児童の権利に関する条約の理念にのっ

とり」とされているとともに、子ども・若者育成支

援のための施策を行うこととされています。 

 この法律で、子ども・若者とは、40 歳未満まで

のポスト青年期の者も対象とする、と規定していま

す（内閣府等、2010）。 

 また、第二条の「基本理念」では、憲法・子ども

の権利条約に基づいた施策を行うとされています。 

 以上の「目的」と「基本理念」では、基本的に、

第一に、憲法と子どもの権利条約の精神を踏まえ、

「個人としての尊厳が重んぜられ」るとか「その意

見を尊重しつつ、その最善の利益を考慮すること」

など重要な理念が書かれてあります。 

 しかし、第二に、上の①で検討したような、「自

立した個人としての自己を確立」することが述べら

れており、これが、もし新自由主義社会を自己責任

で乗り切る「強い自己の自立」を意味しているのな

ら、大きな問題点を含んでいると考えられます。 

 また、第十五条で「関係機関等」は、「就学及び

就業のいずれもしていない子ども・若者その他の子

ども・若者であって、社会生活を円滑に営む上での

困難を有するものに対する次に掲げる支援（•••）

を行うよう努めるものとする。」として、いわゆる

ニートや「ひきこもる若者」に対する支援を六項目

にわたってあげています。 

 なお、第二十八条の「組織」において、「子ども・

若者育成推進本部長」のトップに「国家公安委員会

委員長」があげられていることなどは、子ども・若

者育成支援において、上からの「治安」と「矯正」

の視点があらわれているものであり、注意が必要だ

と思います。 

 いずれにしても、法が施行されこの法に基づき子

ども・若者に関する施策、あるいは、「ひきこもる

若者」に対する施策が行われるようになったことは、

子ども・若者施策並びに、「ひきこもる若者」支援

に対する新しい時代を画することになったことは

間違いないでしょう。 

 さて、次いで、内閣府が「ひきこもり調査」を

2016 年に実施したことをどう考えたらよいでしょ

うか。このことは、もはや、ひきこもり問題が社会

的な問題として無視しえない問題になっているこ

との証の一つといえるでしょう。 

 この「ひきこもり調査」では、10 歳代から 39 歳

までで、第一に、「狭義のひきこもり」＝23.6 万人、

「広義のひきこもり」＝46.0 万人、計約 70 万人

（1.79％）の「ひきこもり」が存在することを明ら

かにしたこと。 

 第二に、「ひきこもり親和群」（ひきこもりに心情

が近い人）が、155 万人（3.99％）存在することが

わかったことが特徴です。 

 すなわち、これまでかなり大量にひきこもりが存

在すると言われてきましたが、その存在がおおよそ

の数としてあらわされたことが重要です。 

 しかし、この「ひきこもり調査」では、「狭義・

広義のひきこもり」「ひきこもり親和群」双方にお

いて、40 歳以上は調査されていないというかなり

根本的な問題を持っていました。 

 この問題は、内閣府の 2016 年調査でも引き継が

れますが、40 歳以上のひきこもりが、この頃から

問題になり始めただけに、内閣府及び厚労省など政

府の姿勢は批判されるべきでしょう。 

 第三に、厚生労働省によって「ひきこもりの評
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価・支援に関する新ガイドライン」が発表され、ひ

きこもりの基本概念などが明らかにされたことが

重要です（「はじめに」でふれました）。 

 この基本概念では、第一に、「義務教育を含め就

学」「を回避し」ということで、登校拒否との関連

も含んでいることが特徴の一つです。「新ガイドラ

イン」では、登校拒否経験者の 10％がひきこもり

に移行するという調査結果に依拠しています。その

割合の真偽はともかく、私が、第 1 章で指摘したよ

うに登校拒否からひきこもりに移行する場合が存

在することを指摘したことは重要でしょう。 

 また、第二に、「ひきこもり」と「統合失調症」

などの関連を指摘した点も検討に値するでしょう。

なぜなら、一般的には、ひきこもりには、統合失調

症などを含めない場合が多いが、実際には、統合失

調症などを発症している場合も存在するからです。 

 さらに、第三に、「新ガイドライン」では、「不登

校・ひきこもり」の支援についてまだ未確立な部分

がたくさんあるとして、登校拒否からひきこもりへ

移行する層とひきこもりからなかなか恢復できな

い層が一定の割合存在し、その層に対しての息の長

い支援のありかたの究明が特に重要な課題だとし

ています。 

 以上から、2010 年は、ひきこもり支援のあり方を

考える上で一つの節目になった年と言えるでしょう。 

③ひきこもり等支援の新たな変化の年-2016 年 

 2016 年は、ひきこもり等支援における新たな変

化の兆候が現れた年です。 

この点を三つの事実から見てみましょう。その事

実とは、第一に、内閣府の「若者の生活に関する調

査報告書」（内閣府、2016）が出され、「ひきこも

り」に関する実態調査の結果が 2010 年に続いて出

されたことです。また、第二に、KHJ などの調査

で、40 代以上の「ひきこもる人」の存在が大きな

社会的な問題として浮上したことです。そして、第

三に、いわゆる「不登校対策法」と言われる「教育

機会確保法」が制定されたことです。 

 それではまず、第一の点から検討しましょう。 

 2016 年の「報告書」では、「準ひきこもり」36.5

万人、「狭義のひきこもり」17.6 万人と合計 54.1

万人と報告されました。この「ひきこもり」数は、

2010 年が、約 70 万人であったことと比べ、約 16

万人減少しており、内閣府は、これまでの支援策が

効果があったとしました。 

しかし、この数字自体かなり疑わしいものです。 

その理由と、実際の「ひきこもる人」はゆうに

100 万人を越えると予想できる理由は、第 1 章第 4

節でふれました。 

なお、この報告書と「ひきこもり」数に対する

KHJ や世論の批判のなかで、内閣府は、今後 40

歳以上の「ひきこもり」に対しても調査をする方向

である旨、述べています。 

第二の「教育機会確保法」については、第 1 章で

ふれましたので参考にして下さい。 

 また、第三の 40 歳以上の「ひきこもる人」の存在

は、端的には「8050 問題」と言われている問題です。 

 KHJ の調査など（KHJ、2017、及び「東京新聞」

2017 年 9 月 25 日付け）によると、40 歳以上のひ

きこもりを把握している 9 県のうち、茨城、山梨、

島根、佐賀、長崎県では、40 歳以上が 39 歳以下を

上回る結果となっており、「ひきこもる人」の高齢

化の実態が明らかになりました。 

 また、ひきこもりの平均年齢は、05 年の 28.1 歳

→17 年の 32.2 歳とプラス 4.1 歳、ひきこもり平均

期間は、05年7.5年→17年10.8年とプラス3.3年、

親の平均年齢も、05 年 60.1 歳→17 年 62.8 歳とプ

ラス 2.7 歳などとひきこもりの長期高齢化が顕著

になっています。 

 そこで、政府のひきこもり施策や「ひきこもる人」

を支援する実践・運動もひきこもりの長期高齢化の

実態に即して変化することが求められていると言

えるでしょう。 

 この点については、次章で詳しくふれることにし

ましょう。 

 

第３章 ひきこもり問題をめぐる論点と課題 

 

以上、第 1 章と第 2 章から導かれるひきこもり

問題をめぐる論点と課題について以下の 5 点につ

いて順番にふれたいと思います。 

第 1 節 ひきこもり概念をめぐって 

本論文では、暫定的なひきこもり概念について、

厚労省の「新ガイドライン」（2010）に基づき規定

しました（「はじめに」でふれました）。 
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 しかし、この概念では、「様々な要因」が「ひき

こもり」を生んでいることは規定されていても、要

因が漠然としており、当然ひきこもりをなくすため

のヒントが得られません。 

 このあいまいな概念を補うために、いくつかのひ

きこもりの先行研究から学ぶべきひきこもり概念、

あるいは、ひきこもりのとらえ方を紹介します。 

①「『ひきこもり』はまさに（思春期の•••前島）『第

二の誕生』に失敗し、途方にくれた状態なのだとい

うわけです。」（高垣、2016） 

②「ひきこもっているわが子を前にして親として考

えねばならないことは『ひきこもり』はこの子らの

自己表現（時としては異議申し立て）かもしれない

と思い至れるかということです」（藤本他、17）。 

③「ひきこもりという行動は、脱工業化が進んだ同 

一性重視社会に対する、ふつうではないが、きわめ

て理にかなった異議申し立てなのだ。」（マイケル、

2007） 

④「そんな社会（新自由主義社会•••前島）の息苦

しさのなかで、生きる気力を失うほど消耗しつくし、

社会から自分を撤退させ身を守るために『ひきこも

ること』を選択するのは生存の権利だと思います。」

（伊藤、2017） 

⑤「引きこもることは、自己治癒の試みであり、そ

の意味で自己治療と言うべきであろう。」（芹沢、

2010） 

 以上、五つのひきこもりのとらえ方を紹介しまし

たが、いずれもひきこもりのある側面や、積極的な

側面を捉えていると思います。 

 私は、常々例えばいじめ問題に関していえば、い

じめ自死をするくらいならなぜ登校拒否をしてく

れなかったのだと言ういじめ自死家族の証言（例え

ば、大河内清輝君の遺族）を引いて、登校拒否は希

望であるあるいは積極面があるということを強調

してきました（前島、2004 及び 2017）。 

 命に関わることに対面し、その現実から「逃げる」

「退避する」ことは、「弱いこと・甘えている」こと

ではなく、積極的な回避・退避行動だと思います。 

 以上五つのひきこもりのとらえ方とこの側面を

ひきこもり概念に含めて私の考えるひきこもり概

念は以下の通りです。 

「小・中学校でのいじめを主な要因とする登校拒否、

そして、高校・大学中退、就活不調、就職後離職な

どの後、一定期間にわたって社会との関係を回避し

家庭にとどまりつづける状態。背景には、新自由主

義社会の下での教育における競争激化と格差・貧困

の社会状況・就職状況の悪化などがあると考えられ

る。」 

第２節 これまでのひきこもり支援・施策の特徴と

問題点 

 これまでのひきこもり支援・施策は「子ども・若

者育成支援推進法」や「地域若者サポートステー

ション」などに典型的なように、第一に、支援の対

象が 39 歳までの若者に止まっていたこと、第二に、

支援の内容も自立＝就労支援が中心だったこと、そ

して、第三に支援する政策側が、内閣府・厚労省・

文科省と縦割り行政だったことなどの特徴を持っ

ていました。 

しかし、第一の点についていえば、今日「ひきこ

もる人」は、「8050 問題」（「ひきこもる人」の親が

80 歳、子が 50 歳）に典型的なように、40 歳以上

の「ひきこもる人」への支援へと支援の対象を拡大

していかなければならないと思われます。 

 ここで注意しなければならないのは、39 歳以下

の「ひきこもる若者」と 40 歳以上の「ひきこもる

人」への支援内容はやや異なると言う点です。 

 第二に、支援の内容についてです。「地域若者サ

ポートステーション」（2006 年〜）も当初は、支援

の内容が就労に特化していず、また、40 歳以上も

支援の対象にしていました。しかし、次第に支援の

内容が 39 歳以下の「ひきこもる若者」に対する就

労支援に特化し、就労の数を「数値目標」として追

究する方向になってきました。また、支援の目標も、

2000 年以降「若者自立・挑戦プラン」（03 年）、「若

者自立支援塾」（05 年）、「生活困窮者自立支援法施

行」（15 年）という名称にもみられるように、「自

立」がキーワードになり、「自立」＝「就労」とい

う方向で動いてきました。 

しかし、第一に、「就労」と言っても、近年の労

働現場は「ブッラック企業•ブッラクバイト」ある

いは「過労死・過労自殺」という言葉に象徴される

ように、きわめて非人間的で苛酷な状態にあること。

その非人間的で苛酷な労働現場をそのままにして

「ひきこもる若者」や「ひきこもる人」を単純に「就
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労」させてよいのかという問題、さらに、第二に、

正規雇用が減り、非正規雇用が大幅に増えていると

いう実態のなかでは、条件が正規に比べて大幅に悪

い非正規雇用に「就労」させることが果たして「自

立」へとつながるのか大きな疑問を抱かせます。 

 また、同時に「自立」という言葉の意味・内容を

さらに深める必要もあるのではないでしょうか。 

 さて、「自立」とはこれまで一般的に、①「経済

的自立」「職業的自立」、②「身体的自立」「身辺的

自立」、③「精神的自立」「社会的自立」の三つの次

元で捉えられていました（竹内他、2017）。 

 この中で、「ひきこもる人」は①が欠けているこ

とになります。また、障がい者は①及び②が欠けて

いることになります。 

 これまでの、ひきこもりに関する施策では、基本

的に「自立」＝「就労」ととらえられていたと思い

ます。しかし、そうすると障がい者、特に重度障が

い者は、一般的な意味では「就労」することがかな

り難しいので、「自立」できないということになり

ます。 

 私は、「自立」概念の中心・中核は、「自己肯定感」

（ありのままの自分の存在そのものを丸ごと肯定す

ること）の恢復にあると思っています（高垣、2015

他）。この点を含めて、「自立」概念を批判的に深め

ていくことが必要だと思います。 

 さらに、第三に政策側の「ひきこもり」施策も、

内閣府・厚労省・文科省などの縦割り行政の壁には

ばまれ、十分に成果を出していないようです。また、

「ひきこもり」施策の対象も 39 歳までの「ひきこ

もる若者」に限定され、40 歳以上の「ひきこもる

人」は対象からはずされ、現実のひきこもり問題に

は十分に対応していません。さらに、予算措置もか

なり限定的なものにとどまっています。 

 この点、以下の村澤の指摘は大変参考になります。 

「現行のひきこもり支援に関わる事業のほとんどが、

国の義務的経費による財政的裏付けを持つ法・制度

によってではなく、その時々の政策にそって事業が

考えられ、それに必要な費用を予算のなかから捻出

して進められている点」「成果主義・競争原理が強

く働くそもそもの原因の一つも、ここにあると言っ

てもいいのかも知れません。この問題の改善・解決

のためには、ひきこもり問題の解決そのものを目的

とした法律をつくり、それに基づく支援のための制

度を創設することが必要だと考えます。」（村澤、

2016） 

 これらの政策側の施策の問題の解決も大きな課

題の一つだと思われます。また、村澤の指摘するよ

うな法の制定、例えば「ひきこもり支援法（仮称）」

などの制定も考えてよいと思われます。 

第３節 ひきこもり支援の運動・実践をめぐる課題 

登校拒否の子どもへの支援や当事者の親の会は、

1980 半ば以降設立し始め、全国組織も 1990 年代

半ば以降に設立され、20 年以上活動してきました。

また、ひきこもり支援の組織も、2000 年前後から

各地域、あるいは全国組織も設立され地道な活動・

実践を続けてきました。 

 その中で、ここではこれまで 12 回の「全国若者・

ひきこもり協同実践交流会」を行い、今年 12 月に

富山で第 13 回目を行う「若者支援全国協同連絡会」

の活動と、NPO 法人 KHJ 全国ひきこもり家族連

合会の活動を参考に、ひきこもり支援運動の課題に

若干ふれてみたいと思います。 

 前者は、名称が著しているように、全国の若者・

ひきこもりに関する実践・運動を交流し、議論しな

がら今後の実践・運動の課題などを明確にし、若者・

ひきこもり問題の解決を目指そうとする団体です。 

 今年の全国交流会 in 富山のテーマ別分科会テー

マ一覧を見てもわかるように、この団体の追究して

いる課題は、家庭・地域、労働・居場所、発達・精

神障がい、LGBTQ さらには官民協力のあり方の検

討などと多岐にわたっていることがわかります。 

 しかし、今後の課題としては、第 1 章でも私が指

摘したように、39 歳以下の「ひきこもる若者」だ

けでなく、40 歳以上の「ひきこもる人」が増えて

いる現状を踏まえるならば、それらの、「ひきこも

る人」への支援のあり方を運動としてどう位置づけ

るかの検討がいずれ課題として浮かび上がってく

るのではないでしょうか。 

 ついで、KHJ 全国ひきこもり家族会連合会（以

下、KHJ と略す）の活動について紹介します。 

 KHJ は、1999 年 12 月に産声を上げ、今年で発

足 18 年になります。活動の目的は、ひきこもりに

関する問題を制度の隙間の問題と捉え社会に訴え

ること、支援の枠組みを作っていくために、同じ悩
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みを持つ家族が集まり社会的に孤立せず助け合う

ことを目的に家族会を開催すること、全国の家族会

同士が連携し、情報を共有し、ひきこもりに関する

理解促進のため、研修会や講演会を開催することな

どです（伊藤、2017）。 

 私は、今までのところ KHJ の親の会等には参加

したことはありませんが、資料等を参考にすると、

全国的に親の会が存在し、行政にも積極的に働きか

けかなり活発な運動・実践を展開しているように感

じました。そして、特に、「8050 問題」に象徴され

る、40 歳以上の「ひきこもる人」の問題に対して、

その支援のあり方に注目して調査などをしている

ように思えます（KHJ、2017）。 

 KHJ はこれまでの運動・実践の成果を踏まえ、

さらに行政に働きかけるとともに、「若者支援全国

協同連絡会」などとも連携を深め、「ひきこもり支

援法（仮称）」などの制定を求めていくことも課題

の一つになるのではないでしょうか。 

第４節 登校拒否・不登校とひきこもりとの関係 

 第 1 章でも検討したように、登校拒否からひきこ

もりへ移行する層が一定存在します。内閣府の調査

では、その割合が約 3 割としています（内閣府、

2016）。その割合の真偽は定かではありませんが、

登校拒否の子どもの一定の割合が、ひきこもりへ移

行することは確かなので、次のような点を明確にす

る課題が生まれていると言えるでしょう。 

 その第一は、登校拒否の子どものどのような層が、

主にひきこもりへ移行するのかを明らかにする課

題です。いわゆる「よい子の息切れ型」の登校拒否

か、主にいじめによる心の傷を負っている子の登校

拒否か、あるいは、いわゆる「脱落型」不登校の子

のひきこもりか、様々推測できます。これらのどの

登校拒否・不登校の子がひきこもりになる割合が多

いかによって、次に述べる対応が違ってきます。 

 次に第二に、登校拒否の子がひきこもりにならな

いようにどのような支援・対応が必要かを実践的に

明らかにする課題です。この点は、例えば、現在の

貧困による「脱落型」不登校に対しては、家庭への

経済的援助と＜生活困窮者自立支援法＞に基づく、

学習援助を支援の中心にすえるなど、支援の力点の

置き方も微妙に変わってきます。 

 

第５節 今後のひきこもり支援の実践的・理論的

課題 

 今後のひきこもり支援をめぐる実践的・理論的課

題は以下の五点に集約できるでしょう。 

 第一、「ひきこもる人」が、10 歳代から、50〜60

歳代まで存在するという実態、同時に、ひきこもり

が長期高齢化しているという事実を踏まえて、支援

対象を大きく広げることが必要でしょう。 

 また、同時になぜひきこもりが長期高齢化してい

るのかという問題について、今日の格差・貧困、厳

しい生き残り競争が社会を覆う、新自由主義社会と

政治のあり方と関わらせながら、その原因について

明らかにしていく理論的な課題が生まれています。 

 第二に、第一の課題と関わらせながら支援内容を

どう豊かにするかという課題です、確かに、「自立」

＝「就労」を目的とする支援自体は否定しません。

しかし、そのことにとどまらず、一人ひとりが個人

として人権を真に保障されること（憲法第 13 条）、

国民としての必要最小限度の文化的生活を営む権

利が保障されること（憲法第 25 条）、や、教育権・

発達権の保障（憲法第 26 条）などを具体化する支

援のあり方を深める必要があります。 

 第三、上の第二の課題と関連しますが、教育・福

祉・医療・労働あるいは、居場所づくりなどひきこ

もり実践・運動がどうトータルな支援体制を組める

かどうかも実践的・理論的な課題の一つです。 

 最後に、ひきこもりは、現代社会において次々と

生み出されています。登校拒否に関する政策側の施

策が全てそうであるように、ひきこもりに関する政

策側の施策も、ひきこもりが生み出されてくる根本

的な原因にメスを入れずに、全てその場しのぎの対

応、すなわち弥縫策に止まっています。従って、ど

うしたらひきこもりが生まれる原因をなくすこと

ができるかを追究しながら、その原因除去に向けて

運動・実践を官民一体で進めていく必要があります。 

 

第４章 ひきこもり問題克服の道すじ 

 

 最後に、ひきこもり問題をどう克服するかについ

て、4 点にわたってふれたいと思います。 

第１節 個人・家族・地域・社会の広がりの中で 

 ひきこもり問題の解決は、個人・家族・地域・社
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会のそれぞれがどう関連を持ちながら解決に向け

進むのかが大切だと思います。 

 私は、この中での環は家族だと思います。家族す

なわち、親の会が有効に働き、各親を勇気づけ親が

展望を持ってひきこもり問題に向き合うことが大

切だと思います。 

 さて、親の会には三つの役割があります。それは、

第一に、自助組織だと言うこと、第二に、夫婦関係

を問い直し、家族のあり方を真に平等なものに変え

る役割を持っているということ、そして、第三に、

親の会は行政等に働きかけ、社会や政治を変える役

割を持っているということです。 

 この三つの役割を自覚した親の会が、全国にさら

にたくさんでき、有機的に結びつくことによって、

ひきこもり問題解決の可能性は広がると思います。 

第２節 「信じて・任せて・待つ」ことの重要性 

 第 2 章でふれてきたように、現在ひきこもりは長

期高齢化の度合いを高めています。「ひきこもる人」

を抱える家族は、なかなか解決の展望がつかめない

と焦る気持ちを抑え切れないことでしょう。 

 しかし、ひきこもり問題解決に焦りは禁物です。 

登校拒否・不登校問題全国連絡会は、登校拒否問題

解決のために長年、「信じて・任せて・待つ」とい

う言葉を掲げてきました。多くの「ひきこもる人」

を持つ親は、では、いつまで待ったら「ひきこもる

人」は動き出すのかと言うでしょう。 

 しかし、「待つ」というのはただ何もしないで「待

つ」ということではありません。芹沢が言うように

「ひきこもり」には、「往期」→「滞在期」→「環期」

があるのです（芹沢、2002）。その「滞在期」まで

をゆっくり過ごせば、後は社会へ出るようになると

いう展望を持ちながら、親は結構忙しく、親の会へ

出席し、講演会・学習会などへ参加するなどしてそ

の展望を深めていくのです。 

第３節 ひきこもりの段階と支援のあり方 

 ひきこもり克服のためには、当然支援が必要です。

ここでは、比較的若い「ひきこもる若者」における

支援のあり方についてふれます。 

 第一ステップ：何が問題か整理できない混乱の時

期→本人の言うことをよく聴き、本人の気持ちが落

ち着くのを待つ。 

 第二ステップ：エネルギーは低下しているが比較

的安定している時期→本人の望むような生活を続

けさせ、自然治癒力によるエネルギーが高まってく

るのを待つ。 

 第三ステップ：解決の方法を求めて葛藤し模索を

始める時期→家事を手伝ったり、家の外に買い物に

出たりすることを暖かく見守る。 

 第四ステップ：葛藤しつつも、解決に向かって歩

み出し模索する時期→居場所や病院などに行くこ

とを支援する。 

 第五ステップ：自分探し・自分つくりのための体

験に挑戦しはじめる時期→就学・復学・就労体験を

強く支援する。 

 以上は、藤本他の文献から（2017）から学んだ

ものを基にしていますが、いずれにしてもひきこも

り支援は、スモールステップの積み重ねが大切だと

思います（田中、2008）。 

第４節 長期高齢化の「ひきこもる人」への支援 

「8050 問題」に象徴される長期高齢化した「ひき

こもる人」への支援は考慮する必要があります。 

 基本的に、上で述べた視点を大切にしながら、年

金・介護問題への対応、生活資金をどう捻出するか

という問題などが重要な課題になると思われます。 

 この場合、例えば、80 歳の親に 1000 万円の貯金

があったとしても、親子で生活すれば 3 年ほどで使

い切ってしまいます。ですから、50 歳のひきこも

りの子どもを別居させ、「生活保護」を受けさせる

などの具体的な支援の方法を考える必要がありま

す。 

 

おわりに 

 

 以上述べてきたように、今日ひきこもり問題も国

民総掛かりで解決しなければならない問題の一つ

だと思います。 

ひきこもり問題を解決するために、国民全体で日

本国憲法・子どもの権利条約を生かしながら真の

「共生社会」を目指しつつ、当面「ひきこもり支援

法（仮称）」制定を目指す必要があると思います。 
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